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世
界
最
大
級
の
東
京
電
力
柏
崎
刈

羽
原
子
力
発
電
所
が
被
災
し
た
7
月

の
新
潟
・
中
越
沖
地
震
。
変
圧
器
か

ら
噴
き
上
が
る
黒
煙
の
映
像
が
、
被

災
地
域
の
み
な
ら
ず
、
世
界
を
不
安

に
陥
れ
た
。
原
発
立
地
地
域
の
住
民

が
、
原
発
と
安
心
し
て
向
き
合
う
た

め
に
は
多
く
の
課
題
が
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
原
子
力
災
害
対
策

特
別
措
置
法
（
原
災
法
）
は
、
大
地

震
の
よ
う
な
自
然
災
害
と
原
子
力
災

害
が
、
並
行
し
て
起
こ
る
「
複
合
災

害
」
を
想
定
し
て
い
な
い
こ
と
だ
。

地
震
発
生
後
、
テ
レ
ビ
は
原
発
3

“
彦
㈹
裕

だ
田
冊
泉

新
潟
県
知
事

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
石
油
部
精
製
課
長
補

佐
、
国
土
交
通
省
貨
物
流
通
シ
ス
テ
ム
高
度

化
推
進
調
整
官
な
ど
歴
任
。
4
5
歳
。

号
機
の
変
圧
器
か
ら
黒
煙
が
上
が
る
　
が
回
答
が
得
ら
れ
た
の
は
、
地
震
発

異
常
事
態
を
映
し
出
し
て
い
た
が
、
　
生
か
ら
1
時
間
半
後
。
「
避
難
の
必

現
在
の
制
度
で
は
、
国
か
ら
自
治
体
　
要
は
な
し
」
と
の
内
容
だ
っ
た
が
、

限
は
な
い
。
専
門
性
が
高
い
と
い
う

理
由
で
原
災
法
に
基
づ
き
、
原
則
と

し
て
首
相
が
指
示
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
複
合
災
害
が
発
生
し
た
場

合
を
想
定
す
れ
ば
、
首
相
、
知
事
、

市
町
村
長
の
誰
か
が
危
険
を
認
識
し

た
場
合
に
避
難
指
示
を
出
す
と
い
う

考
え
方
も
必
要
だ
と
思
う
。

今
回
の
地
震
で
は
、
3
号
機
の
変

事
態
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
経
験
か
ら
、
現
行
法
の
運
用

改
善
に
と
ど
ま
ら
ず
、
法
改
正
の
必

要
性
を
訴
え
た
い
。
少
な
く
と
も
、
原

災
法
で
複
合
災
害
を
想
定
す
る
と
と

も
に
、
避
難
指
示
は
自
治
体
に
も
権

限
を
付
与
す
べ
き
と
思
う
。
2
年
前
、

原
発
事
故
を
想
定
し
た
国
と
地
元
自

治
体
と
の
訓
練
に
参
加
し
た
。
そ
の

指
示
権
限
不
明
確
な
現
行
法

時
も
、
ト
ラ
ブ
ル
の

発
生
か
ら
官
邸
か
ら

避
難
指
示
が
出
さ
れ

る
ま
で
2
時
間
半
を

や
住
民
に
情
報
を
伝
え
る
仕
組
み
は

な
い
。
原
発
の
外
部
か
ら
発
電
所
の

内
部
で
何
が
起
き
て
い
る
か
判
断
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
災
害
時
に

要
援
護
者
を
含
む
住
民
を
避
難
さ
せ

る
に
は
時
間
が
必
要
で
あ
る
。

中
越
沖
地
震
で
県
は
、
原
子
力
安

全
・
保
安
院
に
住
民
避
難
の
必
要
性

に
つ
い
て
判
断
を
仰
い
だ
。
と
こ
ろ

地
震
で
原
発
に
被
害
が
出
た
場
合
、

国
や
電
気
事
業
者
が
、
地
元
住
民
に

ど
う
や
っ
て
情
報
を
伝
達
す
る
か
、

し
っ
か
り
し
た
法
休
系
を
整
備
す
る

必
要
が
あ
る
と
強
く
感
じ
た
。

さ
ら
に
、
現
行
法
体
系
で
は
、
地

震
な
ど
の
自
然
災
害
で
は
、
住
民
へ

の
避
難
指
示
は
自
治
体
に
権
限
が
あ

る
が
、
原
子
力
災
害
の
場
合
に
は
権

圧
器
が
火
災
で
機
能
停
止
し
た
。
最

悪
の
場
合
、
冷
却
水
の
循
環
ポ
ン
プ

が
停
止
し
、
熱
暴
走
を
起
こ
す
可
能

性
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
今
回
は
放
射
能
漏
れ
が
わ
ず
か

だ
っ
た
た
め
、
大
量
の
放
射
能
漏
れ

に
発
動
さ
れ
る
原
災
法
は
適
用
さ
れ

ず
、
被
災
し
た
原
発
か
ら
住
民
を
守

る
仕
組
み
が
な
い
と
い
う
ゆ
ゆ
し
き

要
し
た
。
東
京
に
情

報
を
上
げ
て
判
断
を
待
つ
の
で
は
間

に
合
わ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

課
題
は
法
改
正
だ
け
で
は
な
い
。

現
在
、
国
は
原
発
を
運
営
す
る
電
気

事
業
者
に
対
し
、
①
事
実
報
告
②
自

治
体
な
ど
関
係
機
関
へ
の
連
絡
③
危

険
性
の
判
断
－
1
を
求
め
て
い
る
。

ト
ラ
ブ
ル
隠
し
や
デ
ー
タ
の
改
ざ

ん
な
ど
、
度
重
な
る
不
祥
事
で
信
頼

を
失
っ
て
い
る
事
業
者
に
、
こ
こ
ま

で
求
め
る
の
は
疑
問
を
感
じ
る
。
原

子
力
行
政
が
住
民
か
ら
信
頼
を
得
る

に
は
、
関
係
者
の
役
割
分
担
が
必
要

だ
と
思
う
。
本
来
、
事
業
者
が
す
べ

き
こ
と
は
、
事
実
を
迅
速
か
つ
的
確

に
公
表
す
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
公

表
さ
れ
た
事
実
（
情
報
）
を
基
に
、

国
や
自
治
体
が
危
険
性
や
避
難
の
判

断
を
行
う
と
い
う
役
割
分
担
が
望
ま

し
い
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
専

門
知
識
を
持
つ
国
や
電
気
事
業
者
に

は
〝
原
子
力
村
″
だ
け
で
通
じ
る
言

葉
で
は
な
く
、
国
民
に
わ
か
り
や
す

く
説
明
す
る
こ
と
を
求
め
た
い
。

中
越
沖
地
震
で
は
、
想
定
を
大
幅

に
超
え
た
揺
れ
が
原
発
を
襲
っ
た
。

想
定
に
甘
さ
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
政
府
が
信
頼
さ

れ
る
た
め
に
は
、
原
発
の
安
全
性
と

地
域
住
民
の
安
心
を
確
保
す
る
こ
と

を
大
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
明
確

な
姿
勢
を
示
す
必
要
が
あ
る
。


